
測量及び建設コンサルタント等業務データ入力方法について

↑

ホームページからも登録番号は確認できます。

ドロップダウンリストより

本社、営業所、市外、県外

（営）、県外を選択する。

過去に登録がある場合は、

番号が付けられいるので入

力下さい。

過去に登録がない場合は、

空白のままにして下さい。

（株）や（有）のフリガナ

は必要ありません。
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〇に該当する方をチェック

してください。

郵便番号を入力すると番地

まで自動反映されます。

必ず半角で数字を入力し、

番号の間はハイフン（-）

で区切るようお願いします。

送信完了の自動メールが送信さ

れますので、受信用のアドレス

を入力ください。申請代行者の

アドレスでも可。
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入札の資料配布でのメール活用

を検討しております。資料配布

の際に使用できるアドレスを入

力ください。

姓と名の間のスペースは不要で

す。

営業開始後1年を経過していな

いと申請できません。

法人の場合、登記簿の設立年月

日と合うようにしてください。
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委任先がある場合は、”有”に

チェックを付けQ13について入

力ください。
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Q14～Q17については様式第4号

の記載内容にもとに入力するよ

うにしてください。
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Q18～Q23については様式第5号

の赤枠の記載内容をもとに入力

するようにしてください。
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Q24については様式第5号の赤

枠の記載内容をもとに入力する

ようにしてください。
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Q25～Q33については様式第5号

の赤枠の記載内容をもとに入力

ください。一部、様式にない設

問がありますが、入力していた

だくようお願いします。
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Q34、Q35については資格を有する技術

職員が1人以上いれば、チェックを付

けてください。

確認画面に進んでも不備がある場合は、不備がある項目に赤線が引か

送信が完了すると、Q7で回答した、メールアドレスに送信完了のメー

ルが届きます。

”入力内容を一時保存する”で一度閉じても、同じアドレスを開くと前

回の入力内容のまま再開することができます。
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